
 

 

 

公表する内容 

公表までの流れ 

・防火対象物の名称 

・防火対象物の住所 

・公表の対象となる法令違反 
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３０日経過後 

※違反状態が続いた場合 

建物関係者のみなさまへ 

重大な消防法令違反の大半が無届の増築や接続です！！ 
建物の増改築、用途変更等を計画する際は、消防本部予防課に事前に相談してください。 

 

 

 

 

甘木・朝倉消防本部 
℡（代表）0946‐22‐0119  ℡（予防課）0946‐23-2752 


